
  

平成 26 年度（2014 年 4 月）より、学生・職員の健康診断の方法が大きく変わります。

本学では、法令および学内規程に基づき下記７種の健康診断を行っています。

1） 一般定期健康診断（学生・教職員）・VDT 作業従事者健康診断（教職員のみ）

2） 特殊健康診断

3） 特定業務従事者健康診断

4） 放射線業務従事者健康診断

5） 遺伝子組み換え実験・病原体等取扱者健康診断

6） 雇入れ時・海外派遣時健康診断（教職員のみ）

7） 外国人留学生健康診断（外国人留学生のみ）

本年度までは、受診する必要のある健康診断を全て受診するために、最大年 5 回健康診断会場に足を運んでい

ただく必要のある教職員の方もおり、非常にご不便をおかけいたしておりました。

次年度より、新しい健康支援システムを導入し、学生･教職員の健康情報の一元化を行い､

最大年 2 回の受診で定められた全ての健康診断を

受診できるようにいたします｡

（一般定期健康診断のみの方は年１回、その他の健診を受ける必要のある方は年 2 回）

（健康診断スケジュールイメージ）

以下の健診はほぼ毎月実施

●雇入れ時健康診断 ●海外派遣労働者健康診断 ●新規放射線取り扱い従事者健康診断

●新規遺伝子組み換え実験従事者健康診断
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また、省資源のため個人票を廃止し、ペーパーレス化を図ります。

● 健診に関する情報を千葉大学 Web メールでお知らせ

● 全てのキャンパスで、学内 LAN から健康支援システムの利用ができます。（学内限定）

1） 健康診断前に学内 LAN から Web 問診入力

2） 健康診断結果は学内 LAN から閲覧、発行、結果表のダウンロードが可能

これらにより、各受診者の採血回数の減少、健康診断のための拘束時間の減少、各部局の健康診断にかかる事務作

業の省力化が可能になります。

システムの円滑な運用のため、次年度の健康診断開始時までに

以下の事項の確認をお願い申し上げます。

問診入力･健診結果閲覧・ダウンロード時、健診情報メールを受け取るには

「個人識別番号（学生証番号・職員番号）」「パスワード」「千葉大学 Web メールアドレス」

が必要です！

  

□ 個人識別番号              

（情報基盤システム利用者番号通知書の左上氏名の下の数字 8桁・給与明細書の右下の数字 8桁）

                 注）附属病院における電子カルテ使用登録者の D 番号ではありません。

□ 千葉大学 Web メールアドレス    （○○○chiba-u.jp）

□ パスワード（統合認証パスワード）

(千葉大学 Web メールシステムや人事・給与（HAS）、無線 LAN、電子ジャーナル等データベースで使用

しているものと同じ)

  

『問い合わせ先』

学生は学校保健安全法や学則に基づき、職員は労働安全衛生法や学内規程に基づき

健康診断を受けなければなりません。必ず受診しましょう。

健康診断について Web メールアドレス・パスワードについて

総合安全衛生管理機構

Mail：  info-hsc@office.chiba-u.jp

    TEL： 043-290-2214       

統合情報センター

Web： http://www.imit.chiba-u.jp/

Mail info.imit@office.chiba-u.jp

        TEL： 043-290-3535

パスワードを失念した場合、再発行に時間がかかり健康診断を受けることができなくなること

がありますので、くれぐれもご注意くださるようお願いいたします。

※ パスワードは統合情報センターホームページで変更することができます。


